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税務情報  

「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関する Q&A」 

国税庁は、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関する Q&A」
(PDF 175KB)を新たに公表しました。（国税庁のHPの「新着情報」には掲載され

ず、1 月 20 日に「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」の

ページに追加されました。） 

消費税率引上げに伴う経過措置については、「平成 26 年 4 月 1 日以後に行わ

れる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A」
(PDF 584KB)（以下「経過措置 Q&A」）が昨年 4 月に公表されていますが、今回

の Q&A は経過措置の適用がない取引のうち、実務上疑問が生じうるものの取

扱いを示しています。 

問 1  事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い  

取引先（出荷基準を適用）が施行日（2014 年 4 月 1 日）前に出荷した商品（消費

税率 5％を適用）を仕入れた場合には、その仕入れた事業者（検収基準を適用）

の検収日が施行日以後であったとしても、その仕入に係る消費税は 5％で認識

する。 

問 2  月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率 

問 3  保守料金を前受けする保守サービスの適用税率  

事務機器の保守サービス料金（月額料金の定め及び中途解約時には未経過期

間分の保守料金を返還する定めあり）の 1年間分を一括収受し、前受金として計

上したものを毎月の役務の完了の都度、収益計上する場合には、役務提供が

月々完了するものとし、施行日以後に役務の提供が完了するものについては、

8％が適用される。 

（「経過措置 Q&A」の問 4 では、コピーのメンテナンス料金（1 年間分）を受領した

場合を取り上げています。中途解約時の取扱いについて言及がないという点で、

質問の前提に相違がありますが、こちらの Q&A では、原則として、毎月ではなく、

契約期間の 1年間が経過した時が役務提供の完了する時であるという見解が示

されていました。） 
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問 4  リース資産の分割控除  

問 5  部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率 

問 6  不動産賃貸の賃借料に係る適用税率  

問 7  未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除 

問 8  建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除 

問 9  短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除 

12 月決算法人が 2013 年 12 月に支払った 2014 年分の保守料金（1 月～3 月

分には 5％、4 月～12 月分には 8％がそれぞれ適用）について、2013 年 12 月

期の法人税の申告において短期前払費用として損金の額に計上する場合には、

消費税の申告は、原則として以下のように行う。 

・ 1 月～3 月分の消費税 
2013 年 12 月課税期間において仕入税額控除の対象とする。 

・ 4 月～12 月分の消費税 
2013年 12月課税期間においては仮払金とし、翌課税期間において仕入税額控

除の対象とする。 

問 10 出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除  

 

*********************************************************  
 
弊事務所では、クライアントおよび過去の弊事務所主催セミナー等でお名刺を頂戴した皆様に対し

て、税務に関するニュースレター・セミナー等のご案内を配信しております。今後、ご案内の配信中

止をご希望されるお客様は、お手数ですが、下記メールにご返信くださいますよう宜しくお願い申し

上げます。 
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